
コーポレートガバナンスについての考え方

　当社は、重要課題である「強靭な事業体制の構築」を実

現するため、経営理念に基づき「経営の透明性確保」「業務

の適正性・適法性の確保」「迅速な意思決定・業務執行」に

努めています。これらの取り組みを通じて、コーポレート

ガバナンスの充実と強化を図り、安定的で継続的な企業価

値増大と、多様なステークホルダーの期待に応える経営を

行っていきます。

　また、当社は社外取締役4名を含む取締役10名から構

成される取締役会、社外監査役3名を含む監査役5名から

構成される監査役会を置く監査役会設置会社です。この

機関設計の中で、執行役員制度を導入し、「意思決定・監督

機能」と「業務執行機能」を分離しています。

コーポレートガバナンス体制の概要

機関設計の形態 監査役会設置会社

独立役員の人数 7名

取締役会の開催回数 
（2023年12月期） 15回

執行役員制度の採用 有り

指名・報酬諮問委員会 有り

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

9  強靭な事業体制の構築

重要課題と関連するSDGs

住友林業コーポレートガバナンス基本方針
h t t p s ://sfc.jp/information/company/pdf/
corporate_governance_guildline.pdf

コーポレートガバナンスの取り組み
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■ 社内取締役　　■ 社内監査役　　■ 社外取締役　　■ 社外監査役　　     社外役員比率

社外取締役を 
2名に増員

譲渡制限付株式報酬 
制度を業績連動型 
譲渡制限付株式報酬 
制度に変更

ストックオプションを 
譲渡制限付株式報酬 
制度に変更

ESG推進委員会設置

取締役の任期改定（1年に短縮）

社外取締役を3名に増員
取締役会の独立社外取締役 
比率1/3

社外取締役を 
4名に増員

女性取締役を2名に増員

指名・報酬諮問委員会設置
株式報酬型ストックオプション 
制度を導入

女性取締役就任
取締役の総数を12名以内と定める（定款）

社外取締役1名就任

監査役会
監査役5名

コーポレートガバナンス体制図
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報告･答申
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社長（経営会議）

執行役員会

リスク管理委員会

コンプライアンス 
小委員会

BCM 
小委員会

事業部門

グループ会社

取締役会
取締役10名

会計監査人 内部監査室

本社部門

ESG推進
委員会

社内6名

社外4名

社内2名

社外3名

取締役
川村 篤

代表取締役
川田 辰己

（後列） 取締役
髙橋 郁郎

社外取締役
岩本 敏男

代表取締役 会長
市川 晃

代表取締役 社長
光吉 敏郎

（前列）

社外取締役
山下 泉

社外取締役
栗原 美津枝

社外取締役
豊田 祐子

取締役
大谷 信之
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● 成長戦略を支えるガバナンス

コーポレートガバナンス
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取締役会・経営会議
　取締役会は、社外取締役4名（男性2名、女性2名）を含

む取締役10名（男性8名、女性2名）から構成されます。原

則として月1回開催し、重要事項に関する意思決定と業績

などの確認を行うとともに、各取締役からの報告を基に業

務執行の監督を行っています。取締役会の開催前には、重

要課題について十分な事前協議を行うため、社長の諮問

機関である経営会議を原則として月2回開催しており、執

行役員を兼務する取締役のほか、常勤の監査役も出席して

います。2023年12月期は取締役会を15回、経営会議を

24回開催しました。なお、取締役および監査役は取締役

会への出席率を75%以上確保するように努めることとして

います。

監査体制
　監査役会は、社外監査役3名（男性3名）を含む監査役5

名（男性5名）から構成されています。各監査役は、それぞ

れの経験を背景とした高い見識と多角的な視点に基づき、

取締役の職務執行に対する監査を行っています。

　監査役に対しては、監査役の監査業務を補助する専任の

者および主要部門の上級管理職が兼務する検査役監査役

付を配置し、特に監査実務面での機能強化を図っています。

監査役が取締役会、経営会議などの重要会議に出席し、経

営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手でき

る体制としています。監査役監査の実効性を向上させるた

め、会計監査人のほか、内部監査部門との連携を図ってい

ます。また、リスク管理・コンプライアンス、会計、労務を

担当する各部門から定期的に報告を受け、内部統制機能

の監視・検証を行っています。

　監査役には、取締役の業務執行に対し、必要に応じて意

見を表明する機会を設けています。また、当社の常勤監査

役および主要な子会社の監査役を出席メンバーとするグ

ループ監査役会を定期的に開催し、グループ経営の執行

状況に対する監視機能の強化に努めています。さらに、月

例の監査役会にあわせて、経営会議の議事内容について

担当執行役員が説明を行う場を設け、重要事項について

全監査役および社外取締役が詳細な把握を行うことがで

きる体制としているほか、監査役と代表取締役との意見交

換も定期的に行っています。

　以上のような取り組みを通じて、監査役が取締役の業務

執行に対する監視機能を、株主の視点に立って十分に果た

せるための体制を整えています。2023年12月期は監査

役会を14回、グループ監査役会を6回開催しました。

指名・報酬諮問委員会
　取締役会は、その諮問機関として、指名・報酬諮問委員

会を設置し、取締役・監査役候補者および執行役員の選任、

取締役・監査役・執行役員の解任、最高経営責任者および

執行役員の評価、取締役および執行役員の報酬などの決

定に関し、意見表明を求め、公正性・透明性を確保してい

ます。同委員会は、会長、社長およびすべての社外役員（社

外取締役4名および社外監査役3名）から構成され、委員

の過半数を社外役員が、委員長を社外取締役が務めるこ

ととしています。

取締役会の実効性評価と結果

　当社は、取締役会の実効性に関する自己分析・評価を定

期的に実施しています。認識された課題の改善に継続的

に取り組むことで、その実効性の向上に努めています。

取締役会・監査体制・監督機関の役割・構成

取締役の人数および構成比 監査役の人数および構成比 女性取締役の人数および構成比

40% 60%

60% 40% 80%

20%
社外取締役
4名

社外監査役
3名

社内取締役
6名

社内監査役
2名

男性取締役
8名

女性取締役
2名

2024年
3月28日現在

2024年
3月28日現在

2024年
3月28日現在

2023年の評価結果と今後の課題

● 経営陣のサクセッションプランに関するモニタリング
● 事業分野拡大に伴う新たな事業リスクへの対応　など

2022年12月期の 
実効性評価における主な課題

●  取締役会のモニタリング機能のさらなる充実化のため、案件説明時間の短縮等を通じて討
議時間を十分確保するなど、取締役会運営の一層の効率化を進める今後の課題

評価の方法
●  外部機関の助言を得ての全取締役および全監査役を対象としたアンケート（回答方法：無

記名方式、外部機関に直接回答することで匿名性を確保）および当該アンケート結果に対
する外部評価を実施

●  取締役会における当社コーポレートガバナンス基本方針で定められている取締役会の役割
などにかかる実施状況の確認

● 取締役および監査役との意見交換

評価の結果
●  当社取締役会は総じて実効的に機能している

2022年12月期評価で課題として認識された案件への取り組み
●  経営陣のサクセッションプランについては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委

員会において意見交換等を行っており、今後も継続的に議論を行うことにより、取締役会
での議論活性化につなげていく

●  事業分野拡大に伴う新たな事業リスクへの対応については、新たにプロジェクトモニタリン
グ委員会を立ち上げ、経営会議や取締役会で附議された重要案件について、意思決定時
から事業開始時までの状況についてモニタリングを行い、リスクの適切な把握と損失の回
避を図るとしたことなどを確認

2023年12月期の 
実効性評価と結果
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役員報酬制度

　当社の取締役の報酬等は、以下の方針に基づき制度設

計しています。

取締役と執行役員の報酬
　社外取締役を除く取締役および執行役員の報酬は、①責

任と役割に応じた固定報酬、②短期インセンティブとして

の年次業績連動賞与、③中長期インセンティブとしての業

績連動型譲渡制限付株式報酬の3種類の報酬構成として

います。これにより、短期および中長期の視点による経営

への取り組みを促し、その成果に対して適切に報いること

ができる仕組みとしています。

　固定報酬は役位別に責任と役割に応じて額を決定し、例

月報酬として支給します。

　年次業績連動賞与の支給額は、役位別に定める所定の

標準賞与額に、各事業年度の基準利益（対象となる決算期

における連結経常利益から退職給付会計に係る数理計算

上の差異、および非支配株主に帰属する当期純利益を除

いた額）に比例して変動する支給率を乗じて算出した金額

を前提とし、総合的に判断して決定します。

　業績連動型譲渡制限付株式報酬は、中長期的な株主価

値向上を重視した経営を推進するため、各中期経営計画の

期間中（3年間）の業績を支給水準に反映させる仕組みとし

ています。具体的には、役位別に定める所定の標準株式

報酬額が、対象期間中における「TOPIX対比の当社株式

時価総額成長率に連動する部分（役位別標準株式報酬額

の2/3）」と、「SBT（Science Based Targets）に基づく温

室効果ガス排出削減目標の達成率に連動する部分（役位別

標準株式報酬額の1/3）」の2つで構成されます。

　社外取締役の報酬は、固定報酬としての例月報酬のみで

構成し、報酬額はその責任と役割に応じて決定しています。

監査役の報酬
　監査役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみとして

います。また、役員報酬の客観性、適正性を確保するため、

第三者による国内企業を対象とした調査結果を活用し、適

切な報酬水準の設定を行っています。

●  短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と
連動性の高い制度とします。

●  ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提
供する価値と連動した制度とします。

● 当社の株主価値との連動を意識した制度とします。
●  長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬

水準とします。
●  報酬決定プロセスにおける透明性・客観性を担保する制

度とします。

取締役および監査役の報酬等の総額（2023年12月期）

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の 
員数 
（人）例月報酬 業績連動報酬

（賞与）

非金銭報酬
（業績連動型譲渡制限付 

株式報酬）
取締役※4  489  276 144 69 6
監査役※4  51  51 ー ー 3
社外取締役  41  41 ー ー 4
社外監査役  34  34 ー ー 3

※4 社外取締役および社外監査役を除きます。
※5 上記には、2023年3月30日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名および社外取締役1名を含んでいます。
※6  非金銭報酬の金額は、3年間の評価期間後に交付する株式の見込数に応じた金銭報酬債権の支給見込額を算定し、当事業年度に費用計上する金額の69百万円を記載しています。

年次業績連動賞与の算定式

削減目標（％）

支給率（％）支給率（％）

120

100

70

70 100 120 21.7

インセンティブカーブ
インセンティブカーブ
（当初対象期間3年間）

0

100

0

株式時価総額
成長率のTOPIX
成長率対比（％）

基準利益（億円）

支給率（％）

180

100

36

200 1,000 2,000

インセンティブカーブ

0

※1 支給率は下限0%～上限180%とします。

賞与支給額＝役位別の標準賞与額×支給率※1

①  役位別標準株式報酬額の2/3に相当する全額×支給率※2（中期経営計画
期間中の当社株式時価総額成長率/同期間中のTOPIX成長率）

②  役位別標準株式報酬額の1/3に相当する金額×支給率※3（SBTに基づく
温室効果ガス排出削減中期経営計画目標の達成率）

①  株式時価総額成長率連動報酬 ②  サステナビリティ指標達成率連動報酬

取締役報酬構成比率（基準利益が1,000億円の場合のイメージ） 業績連動型譲渡制限付株式報酬の算定式

賞与 25% 15%

株式報酬

40%

固定報酬 60%① ②

③

役員ごとの連結報酬等の総額等（1億円以上である者）
　2023年12月期の取締役の報酬等の額は次のとおりです。

氏名 連結報酬等の総額
（百万円） 役員区分 会社区分

連結報酬等の種類別の総額（百万円）

例月報酬 賞与 業績連動型譲渡
制限付株式報酬

市川 晃  116 取締役 提出会社  65  34  16
光吉 敏郎  116 取締役 提出会社  65  34  16

※2 支給率は下限0%～上限120%とします。 ※3 支給率は下限0%～上限100%とします。

政策保有株式

　コーポレートガバナンス基本方針第5条において、以下

のとおり政策保有株式について規定しています。

1    当社は、取引先との長期的・安定的な取引関係の
維持・強化及び関係強化による当社事業の拡大等
の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に
資すると判断した場合、取引先等の株式を取得及
び保有する。

2    当社は、前項に基づき保有する株式（政策保有株
式）に関し、定期的に、取締役会において、保有に
伴う便益・リスクと資本コストとの関連性を分析す
るなど、当社の企業価値向上に繋がるかを検証し、
これを反映した保有のねらい・合理性の確認を行
うこととし、保有の合理性・必要性等を確認できな
いと判断した場合は、当該政策保有株式の縮減を
行う。

3    政策保有株式の議決権行使にあたっては、議決権
行使基準をもとに、当社の企業価値向上の観点か
ら総合的に判断し、適切に議決権を行使する。

　また、政策保有株式については、取締役会において、個

別の株式ごとにリターンと社内で設定しているハードルレー

トとの比較を行うほか、保有先との取引状況などについて

もそれぞれ検証し、保有の合理性や必要性を確認していま

す。検証の結果、保有の合理性や必要性が認められない

と判断した株式については、削減を進めています。

　政策保有株式にかかる議決権行使にあたっては、政策保

有先の業績が長期間低迷している場合や重大な法令違反・

不祥事が生じている場合などは、保有先と対話するなどの

情報収集を行うことにより、賛否などを判断することを基

準としています。

政策保有株式＊7の保有状況

※7 上場株式および非上場株式の合計

97 96 93 96 91

50,924 89,281 79,097 78,928 78,853

2020/3 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12

（銘柄数）

貸借対照表計上額の合計額（百万円）
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経営の透明性の確保

情報開示の基本方針
　経営の透明性を高めるために、各種法令・規制などによ

り開示が必要とされる情報のみならず、株主・投資家に対

して社会的に開示することが有用と判断される事項につい

て積極的に迅速かつ公平な形で開示しています。

議決権行使の促進に向けた取り組み
　当社は、株主により理解を深めてもらうために、毎年招

集通知の早期開示に努めています。2024年3月28日に

開催しました第84期定時株主総会については、招集通知

の発送日（同年3月6日）の5日前である3月1日より当社ウェ

ブサイトおよびTDnetに電子提供措置として招集通知を

公表しました。さらに、電磁的方法（インターネットなど）に

より議決権を行使することができるほか、（株）ICJが運営

する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利

用した議決権行使を可能としています。

各種情報の開示
　株主総会では、分かりやすい報告・説明に努め、ウェブサ

イトでは決算短信・ファクトブック・決算概要説明資料といっ

た決算関連情報や住宅事業に関する月次受注情報など、豊

富なIR情報を和文版・英文版にて開示しています。また、

サステナビリティに関する詳細な取り組みについては、和

文版・英文版をウェブサイトにて開示しています。

　2017年3月期より、当社グループの中長期的な価値創

造に関する取り組みについて財務情報とESGに関連する

非財務の両面から情報発信を強化すべく、「統合報告書」を

発行しています。「統合報告書」以外にも、「定時株主総会

招集通知」も和文版・英文版を冊子やウェブサイトで開示

するなど、積極的な情報発信に努めています。

　今後のIR活動、実施済イベントについては、当社ウェブ

サイトをご覧ください。

税務ガバナンス

基本的な考え方
　住友林業グループの全ての役員および社員は、法令、社

会的規範および社内規則を遵守し、高い倫理観を持って行

動します。事業を進めていく際の基本的な考え方として定

めた「住友林業グループ倫理規範」において、正確な記録に

基づく公正な会計処理および税務処理を行うことを明記し、

国内外グループ会社の社員一人ひとりに配布しています。

税務実務においても指針を整備し、社員に対する啓発など

を通じ、税務コンプライアンスの維持・向上に努めています。

また、住友林業グループの9つの重要課題の一つに「強靭

な事業体制の構築」を掲げ、税務を含む事業戦略とサステ

ナビリティ戦略の連動を図っています。

税務ガバナンス体制
　税務はグループ財務機能の一部であり、財務責任者で

ある担当役員が責任を担っています。住友林業の経営企

画部が税務に関する業務を管理し、専門の知識を有する税

務担当社員を配置しています。国内外の税金の支払い状

況や税務調査の状況を適時に把握し、適切な対応を図ると

ともに、それらの情報およびグループの税務課題等につい

て速やかに担当役員に報告を行っています。また、グルー

プ全体を統括するリスク管理委員会において、税務を含む

コンプライアンス・企業倫理に関連するリスクを「重点管理

リスク」として、管理・モニタリングを実施しています。

サクセッションプラン

　当社グループは、最高経営責任者の選解任および後継

者の育成を経営の重要課題の一つと位置付けています。

2023年8月31日開催の指名・報酬諮問委員会では、経営

陣のサクセッションプランに関する意見交換を行いました。

役員トレーニング

　取締役、監査役および執行役員に対しては、その役割や

責務を適切に果たすために必要な研鑽体制を整備するとと

もに、就任時および就任以降も継続的に情報提供を行い、

研修の機会を提供しています。また、取締役会は適時、こ

れらの情報提供および研修の機会の提供が適切になされ

ているかを確認しています。

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

　当社は、（株）東京証券取引所の「コーポレートガバナン

ス・コード」に記載された各原則をすべて実施しており、コー

ポレートガバナンス報告書においてその旨を記載してい 

ます。

　コーポレートガバナンス報告書については、当社ウェブ

サイトをご覧ください。

IRカレンダー
h t t p s ://sfc.jp/information/ir/calendar/

コーポレートガバナンス報告書
h t t p s ://sfc.jp/information/company/pdf/
corporate_governance_report.pdf
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9   強靭な事業体制の構築

重要課題と関連するSDGs
以下表組における達成度評価について 
目標達成：●　目標未達前期比改善：▲　目標未達前期比悪化：××結果

評価指標（数値目標） 管理部署 2022年度
実績

2023年度
計画

2023年度
実績

2023年度
評価

2024年度
計画

業務プロセス統制 
（内部統制）の新規導入

建築・不動産事業
本部 本格導入 継続 実施 ● 継続

海外関係会社情報 
セキュリティレベル強化※ ITソリューション部 39.1% 50% 45% ▲ 100%

取締役会の実効性の 
外部評価実施 総務部 実施 検討 継続 ● 完了

TCFDシナリオ分析の 
実施および開示

サステナビリティ
推進部

資源環境事業・海外住
宅事業の2部門で新規
実施

木材建材事業本部お
よび住宅事業本部の2
部門で再度実施を通
じ、グループ全体の影
響を検討

木材建材事業本部お
よび住宅事業本部の2
部門で再度実施を通
じ、グループ全体の影
響を検討

●
グループにおける対応
策を次期中計の事業
部門別戦略へ反映す
ることを検討

※ 住友林業グループ独自のセキュリティベースレベル達成率

リスクマネジメント

リスク管理体制
　当社は、グループ全体のリスクマネジメント体制を強化

するため、「リスク管理規程」を制定し、執行役員社長を当

社グループのリスク管理最高責任者、本社管理部門および

本部の担当執行役員をリスク管理責任者、主管者をリスク

管理推進者に選任しています。同規程においては、環境・

社会・ガバナンス面のリスクを包括的に対象としています。

リスク管理委員会は、執行役員社長を委員長とし、委員は、

経営企画部・人事部・法務部・ITソリューション部・サステ

ナビリティ推進部の担当執行役員および各主管者、ならび

に各本部の本部長および管理担当部長とし、四半期に1回

開催しています。当委員会では、各部門から抽出されたリ

スク内容の分析、評価を行った上で重点管理リスクを選定

し、特に重要度の高い重点管理リスクの対応進捗について

優先的にモニタリングを行っています。

　この委員会の配下には、コンプライアンス小委員会およ

び事業継続マネジメント（BCM）小委員会を設置し、グルー

プ横断的なリスクと位置付けるコンプライアンスリスクお

よび事業中断リスクについて、対応の実効性を高めるため

の活動を展開しています。これらの活動内容は取締役会

に報告・答申し、経営層によるマネジメントレビューを実施

するなど、業務執行に反映させる仕組みを整備しています。

2023年12月期は、リスク管理委員会を4回、コンプライ

アンス小委員会を2回、BCM小委員会を2回開催し、取締

役会への報告を4回実施しました。

　「住友林業グループ倫理規範」に記載される環境・社会・

ガバナンス面におけるリスク、新興リスクへの対応につい

ては、実効性を高めるための具体的な活動を展開していま

す。例えば気候変動については、国際的動向や各部の事

業状況に鑑み、企業および部門レベルで重大な財務影響

を与えると考えられるリスクと機会を評価しています。

リスク管理教育
　住友林業グループ役職員のリスク感度を高め、文化とし

て定着させるため、入社時にはリスク管理とコンプライア

ンスに関する研修を実施しているほか、グループの全役職

員を対象に、毎年eラーニングを実施しています。コンプ

ライアンスおよびリスク管理は全社員の人事評価項目に含

めており、リスク管理教育の成果を確認しています。また、

住友林業の社外取締役・社外監査役を含む役員を対象に、

会社法やコーポレートガバナンス等に関する研修を定期的

に実施しています。

リスクの迅速な把握と対応
　当社グループでは、会社の経営に重大な影響を及ぼす

恐れのある緊急事態が発生した際、通常の報告ラインに加

え、本社リスク管理部門を通じて経営層に情報を迅速かつ

的確に伝達する「2時間ルール」報告を運用しています。こ

れにより、迅速かつ最善の経営判断、初動対応を講じ、損

失の回避や抑制を図っているほか、報告事例を集約・蓄積

し、再発防止や業務改善に役立てています。また、必要に

応じ広報部門より、重大な事実をステークホルダーに適時

適切に開示する体制を整備しています。

事業継続マネジメント

事業継続マネジメント体制
　住友林業グループでは、自然災害や感染症の拡大など、

企業の努力では発生の防止が極めて困難かつ本社機能へ

重大な影響を及ぼしかねない事業中断リスクに対応するた

め、事業継続マネジメント（BCM）小委員会を設置し、事業

継続マネジメント（BCM）体制の周知や強化および事業継

続計画（BCP）の策定、見直し・改善、計画に基づく訓練な

どを実施しています。2023年12月期は、同委員会を2回

開催し、グループ各社の事業継続体制の整備状況の点検

や、点検結果を踏まえた今後の体制整備および方向性の

解説を行いました。

重要業務の継続に向けた取り組み
　住友林業グループでは、2019年10月に「BCM規程」を

制定し、「本社機能が停止する可能性がある危機事象」と

「多数の住宅等において居住安全性を損なうような被害が

同時に発生する可能性がある危機事象」を想定し、事業継

続計画（BCP）を策定しています。当該BCPの中では、社

リスクマネジメントの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
governance/risk.html

住友林業グループのリスク管理体制図

「2時間ルール」とリスク情報の活用

事態発生

情報共有

伝達完了
・迅速かつ最善の経営判断
・適切な初動対応による損失の最小化
・再発防止と業務改善への活用

発生部署

住友林業
本社関係部門

リスク管理部門 
住友林業総務部

主管本部

経営層

リスク管理責任者

リスク管理推進者

リスク管理最高責任者

リスク管理最高責任者補佐 リスクの管理単位
リスク管理責任者の各担当分野
（主管する関係会社を含む）事務局長

リスク管理担当者

本部リスク管理責任者

リスク管理推進者

本部リスク管理責任者補佐

リスク管理担当者

社長

担当執行役員

本社

本部長

事業本部

ほかの本部執行役員（副本部長など）

主管者 ※ 子会社含む 主管者 ※ 子会社含む

主管者の指名者 主管者の指名者

総務担当執行役員（本社のリスク管理責任者と兼務）

総務部長

2
時
間
以
内
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員とその家族の安否確認、各種支払いなど具体的な重要

業務を定め、東京・大阪の2拠点において重要業務を継続

できる体制の構築、緊急用のIT機器の準備を行うなど影

響の最小化に取り組んでいるほか、緊急時の業務遂行にも

必要となる各種システムやデータの遠隔バックアップを行

うなどの対策も講じています。

　各被災現場においては、本社本部からの指揮命令系統

が断絶している状況においても、責任者による臨機応変な

判断・迅速な初動対応がなされる必要があるため、その対

応力を高めるための「初動対応模擬訓練」を実施していま

す。2022年12月期は計53名の拠点責任者・実務責任者

を対象にオンライン形式にて訓練を実施しました。また、

2023年10月には、「災害対策本部訓練」を実施し、危機事

象発生時に設置する災害対策本部のコントロールタワーと

しての機能の有効性や、疑似訓練を通じた各組織の役割の

確認を行いました。

サプライチェーンにおける事業継続強化の取り組み
　住宅事業においては、大災害によるサプライチェーンの

寸断に備え、部材メーカーや工務店などの取引業者と施工

物件の仕様や工程、現場の進捗状況などの情報を共有し、

先行的な原材料の調達や製造を可能にすることで、事業中

断リスクの低減に取り組んでいます。

コンプライアンス

コンプライアンス推進
　当社グループでは、グループ横断的なコンプライアンス

リスクに対応するため、リスク管理委員会の下部組織とし

て、総務部長が委員長を務め、グループ会社の主管部門

も含むリスク管理担当者で構成されるコンプライアンス小

委員会を設置しています。同委員会では、建設業法をはじ

め当社グループにとって重要な法令遵守のための管理体

制やツールなどのグループ標準を定め、コンプライアンス

リスクに効率的に対応しています。

　2023年12月期は同委員会を2回開催し、コンプライアンス

体制の継続的改善に取り組みました。こうした取り組みにより、

グループ全体のコンプライアンス担当者のボトムアップ、目線

あわせを図り、併せて危機意識を共有する機会としています。

　これらの活動は、四半期に1回、取締役会に報告・答申

し、 業務執行に反映させる仕組みを整備しています。また、

監査役や内部監査部門にも毎月活動報告をしているほか、

特に重要なグループ共通の取り組みやリスク情報について

は、グループ監査役会を通じて各社監査役と共有しており、

業務執行ラインの内外からのアプローチによるコンプライ

アンス推進体制を整備しています。

事業継続マネジメントの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
governance/bcp.html

内部通報制度（コンプライアンス・カウンター）
　住友林業グループでは、日常の業務に潜んでいる不正

の芽を早期に摘み取るための自浄機能を備えた職場環境

づくりに取り組んでいます。コンプライアンス違反を報告

する機能として2002年からコンプライアンス・カウンター

（相談窓口）を設置しています。さらに、住友林業グループ

がグローバルに事業展開している現状に鑑み、2019年10

月から海外の主要グループ会社に対しても共通の内部通

報窓口を設置しました。受付窓口には多言語対応が可能

な外部業者を利用しており、英語・中国語・インドネシア語・

ベトナム語・タイ語での通報が可能となっています。

海外子会社における内部統制の仕組み

　当社の建築・不動産事業では、現地に派遣した駐在員が

取締役として事業運営に参加しています。米豪主要各社

で職務権限規程を作成し、意思決定プロセスを明確化して

おり、事業運営契約書および職務権限規程に基づいて事

業運営がなされていることをモニタリングしています。内

部統制報告制度に係る業務プロセス統制については、業

務記述書の作成を行い、日常業務の「見える化」を通して、

問題点を洗い出す取り組みを推進しています。今後も、内

部統制報告制度の業務プロセス統制導入会社を順次増や

し、管理体制の整備・強化を進めていきます。また、米国

および豪州の各事業会社と中国の大連住林信息技術服務

有限公司（大連ITS）において内部通報制度を導入してい

ます。

不動産投資リスクの管理
　不動産投資リスク管理規程に基づく管理に加え、機動的

な対応が可能となるよう、各事業に応じた保有不動産のモ

ニタリングを実施しています。

住友林業グループの価値観を共有し、地域社会への責任を果たします
　2024年、Bloomfield Homes社は創立20周年を迎え、住宅の累計引渡しも15,000戸を
超える見通しです。2013年に住友林業グループの一員になった後も、常にお客様や地域社会、
環境への責任を重視してきました。遊歩道や公園、緑地スペースを建設することで、青空や
木々、新鮮な空気を提供し、住民・コミュニティに恩恵をもたらしています。皆さんが自然に接
し、運動したり、新鮮な空気で元気になる姿を見るのは喜ばしいことです。
　当社の有能で献身的なメンバーは、将来の成長を支える基盤を整え、進むべき道に胸を躍ら
せています。土地の開発や高品質住宅の建設、お客様をはじめとするステークホルダーの皆さ
んが暮らすコミュニティをサポートしていくことに、やりがいを感じています。住友林業グルー
プが持つ価値観を共有し、常に向上し続けるために協力していきます。

Bloomfield Homes社 
Chairman
Don Dykstra

海外グループ会社会長の声海外グループ会社会長の声

コンプライアンスの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
governance/compliance.html

米国でのガバナンス･リスク管理

職務権限規程による 
意思決定プロセスの明確化

内部監査室所属員の 
米国駐在による内部監査の強化

常勤取締役1名を含む 
現地人員体制の強化

贈収賄防止の 
徹底

内部統制(J-SOX)の 
導入による業務プロセス統制

内部通報制度の 
導入

不動産投資リスク 
管理規程に基づく管理と 

モニタリングの実施

業績管理指標等の
データベース化および

見える化の加速

コンプライアンス違反事例について
　2024年3月、当社は森林法に基づく森林経営計画の変更手続きの不履行による農林水産大臣認定取消しの行政処分を受けまし
た。2023年12月、資源環境事業部門の元社員が同計画の変更に関わる大臣認定書を自ら作成したことで、実際は変更認定を受け
ていない施業が一部で行われていることが判明しました。認定取り消しは、認定請求に定められた事項の不履行と同計画の内容と異
なる施業を行っていたことによるものです。事態が判明した後、認定範囲にない施業は中断していましたが、原因分析および再発防
止策を策定して新たに認定請求を行い、2024年5月末に新たな森林経営計画に対する認定をいただきました。
　今後、業務プロセスの改善はもとより、森林法をはじめとする関係法令および関連制度の定期的な研修実施によるコンプライアン
ス意識醸成およびマニュアル・インフラ類の整備など、再発防止に取り組んでまいります。
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● 成長戦略を支えるガバナンス

リスクマネジメント・コンプライアンス
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